
 

 

厚生労働省保険局医療課 令和 5年 9月 15日 事務連絡通り、令和 5年 10月 1日以降の 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて見直しが行われます。 

（一部抜粋） 

新型コロナの類型変更（令和５年

5月）に伴う方向性・考え方 
令和５年９月まで 令和５年１０月から 

外

来 

空間分離・時間分離に必要な

人員、 PPE 等の感染対策を

引き続き評価 

その上で受入患者を限定しな

いことを評価する仕組みへ 

① 300点：【対応医療機関の枠組

みを前提として、院内感染対策

に加え、受入患者を限定しない

形に８月末までに移行】  

または 

② 147点：【①に該当せず、院内

感染対策を実施】 

① 147点：【対応医療機関であっ

て、院内感染対策を実施し、受

入患者を限定しない】  

 

または 

② 50点： 【①に該当せず、院内 

感染対策を実施】 

届出の簡略化などの状況変

化を踏まえて見直し 

位置付け変更に伴い医療機

関が実施する入院調整等を

評価 

147点 

【初診時含めコロナ患者への療養指

導（注）】 ※ロナプリーブ投与時の

特例（３倍）は終了 

 (注)家庭内の感染防止策や、重症

化した場合の対応等の指導 

終 了 

950点/回  

【コロナ患者の入院調整を行った

場合】 

100点/回 

【コロナ患者の入院調整を行った

場合】 

在

宅 

緊急往診は、重症化率の変

化に伴う必要性の低下を踏ま

えて見直し 

介護保険施設等での療養を

支援する観点から同施設等

に対する緊急往診は引き続き

評価 

950点 

【緊急の往診】 

※介護保険施設等への緊急往診は 

           2,850点 

300点 

【緊急の往診】 

※介護保険施設等への緊急往診は 

            950点 

950点  

【介護保険施設等において、看護

職員とともに施設入所者に対して

オンライン診療を実施する場合】 

300点  

【介護保険施設等において、看護

職員とともに施設入所者に対して

オンライン診療を実施する場合】 

往診時等の感染対策を引き

続き評価 

300点 

 【コロナ疑い/確定患者への往診】 

50点 

【コロナ疑い/確定患者への往診】 

 

【 令和５年１０月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の 

  臨時的な取扱いの見直し等について 】 

※通知の詳細は厚生労働省や医師会様等各関連資料のご参照をお願いいたします。 



【 点数マスターの変更点 】 （一部抜粋） 

 令和５年９月まで  令和５年１０月から 

外 

 

来 

区分 正式名称 点数  区分 正式名称 点数 

医学 

管理 

院内トリアージ実施料

(特例) 
300点 ⇒ 

医学 

管理 

特定疾患療養管理料(100

床未満の病院）（特例）（10

月以降） 

147点 

医学 

管理 

特定疾患療養管理料(100

床未満の病院)(特例) 
147点 ⇒ 

医学 

管理 

夜間・早朝等加算（特例） 

（10月以降） 
50点 

医学 

管理 

特定疾患療養管理料(100

床未満・療養指導)（特例） 
147点 ⇒ 終了 

医学 

管理 

救急医療管理加算１(入

院調整)(特例) 
950点 ⇒ 

医学 

管理 

療養情報提供加算（特例）

（10月以降） 
100点 

在 

 

宅 

リハ・ 

精 

救急医療管理加算１(緊

急の往診等)(特例) 
950点 ⇒ 

リハ・ 

精 

院内トリアージ実施料(在

宅 )( 緊 急 往 診 等 )( 特

例)(10月以降) 

300点 

リハ・ 

精 

救急医療管理加算１(オ

ンライン)(特例) 
950点 ⇒ 

リハ・ 

精 

院内トリアージ実施料(オ

ンライン)(特例)(10 月以

降) 

300点 

医学 

管理 

院内トリアージ実施料

(特例) 
300点 ⇒ 

医学 

管理 

看護配置加算(１日につ

き)(特例)(10月以降) 
50点 

◆ 令和 5年 10月 1日から算定可能な新設マスターを使用される場合は、下記の手順でご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点数マスター保守画面 

レセコンの操作方法 

すべてのマスター登録において同じ操作となります 新設マスターの登録方法について 

①  レセコンメニュー画面より  マスター保守  →  F4 処理月  →  令和 5年10月  に変更します。 

②  行為区分選択から登録するマスターの診療区分を選択します。 

③  「位置番号」にマスター一覧の空いている番号を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

④  「辞書検索」を選択し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑤  検索窓にマスターの名称を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 （※1） 

⑥  該当のマスターが表示されますので、登録したいマスターを選択して  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

※ 正式名称・単位・点数などが表示されます。 

⑦  マスターの内容を確認後、  F5登録  を押してください。 

 

 

 

 

※1 マスター検索は、ヨミガナ／正式名称/一般名称/区分/点数・薬価 から検索が可能です。 

検索画面の F2 で「前方一致」 ・ 「後方一致」 ・ 「部分一致」と切り替えて検索ができます。 

 

フリガナは半角カタカナ、薬・点は数値、正式名称は文字列で入力してください。 

 



【点数マスターの登録に関して】 

① 9月 30日で廃止されるマスターに関しては、点数マスターは自動的に変更されません。 

廃止されるマスターは、10月１日以降の診療行為で入力しないようお願いいたします。 

② 10月 1日以降に新設・変更されるマスターをご使用される場合は、辞書より必要なマスターを医院様にて 

登録して使用してください。 

 

⚫ 新設されるマスター （ 一部抜粋 ） 令和 5 年 10月１日から 

区分 診療行為コード 名 称 区分コード 点数 

医学管理 

113046250 特定疾患療養管理料（１００床未満の病院）（特例）（１０月以降） B000 147.00 

113046350 療養情報提供加算（特例）（１０月以降） B009 100.00 

113046650 夜間・早朝等加算（特例）（１０月以降） A999 50.00 

113046750 看護配置加算（１日につき）（特例）（１０月以降） A999 50.00 

リハ・精 
180070850 院内トリアージ実施料（在宅）（緊急往診等）（特例）（１０月以降） B999 300.00 

180070950 院内トリアージ実施料（オンライン）（特例）（１０月以降） B999 300.00 

 

⚫ 変更されるマスター （ 一部抜粋 ） 令和 5 年 10月１日から 

 

⚫ 廃止されるマスター （一部抜粋 ） 令和 5 年 9 月 30日まで 

 

 

 

区分 診療行為コード 名 称 新点数 旧点数 

在宅 

114056450 在宅移行管理加算（特例） 100.00 250.00 

114056650 長時間訪問看護・指導加算（緊急）（特例） 208.00 520.00 

114056750 長時間訪問看護・指導加算（特例） 104.00 260.00 

リハ・精 180070150 救急医療管理加算１（施設内療養・緊急の往診等）（特例） 950.00 2850.00 

区分 診療行為コード 名 称 区分コード 点数 

医学管理 

113045350 院内トリアージ実施料（特例） B001-2 300.000 

113045450 特定疾患療養管理料（１００床未満の病院）（特例） B000 147.000 

113045550 特定疾患療養管理料（１００床未満・療養指導）（特例） B000 147.000 

113045850 救急医療管理加算１（入院調整）（特例） A205 950.000 

113046070 乳幼児加算（救急医療管理加算）（入院調整）（特例） A205 400.000 

113046170 小児加算（救急医療管理加算）（入院調整）（特例） A205 200.000 

リハ・精 
180070050 救急医療管理加算１（緊急の往診等）（特例） A999 950.000 

180070250 救急医療管理加算１（オンライン）（特例） A999 950.000 



 

 令和 5 年 10月 1日以降に新型コロナ治療薬（ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ等）を院内で 

  処方する場合は、下記の操作を行ってください。 

 【 概要 】 

 新型コロナが５類感染症へ位置づけ変更された（５月８日）後、治療薬については全額公費負担と 

 されていました。 

 10月1日以降は、一定の自己負担を求めた上で公費支援が継続されます。 

 自己負担額については、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定されます。 

          １回の治療当たりの負担割合と上限額 (令和６年３月末まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます。 

※ 薬剤費以外の医療費（診察料、処方料、調剤料等）は、5類感染症に移行した 

令和5年5月8日以降と同様の取り扱い（窓口負担あり）となります。 

※ 治療薬に係る自己負担上限額は、レセプト単位となります。 

※ 生活保護単独の場合は、「自己負担なし」（全額公費負担）となります。 

 

 

 

 

 

 

【 患者登録 】 

⚫ 公費①に設定する 10/1以降のコロナ公費の負担者番号は、医療機関様で各市町村等にご確認ください。 

受給者番号は共通で［9999996］です。 

 

⚫ 公費①に設定する限度額は、医療保険の自己負担割合の区分によって入力してください。 

（例） 「 京都府 治療薬： 28260800  医療費の負担割合：3割」の場合 

 

 

医療費の負担割合 自己負担額上限額 

１ 割 ３，０００ 円 

２ 割 ６，０００ 円 

3 割 ９，０００ 円 

 

公費 28（治療薬）を使用される患者様は、必ず保険切替が必要となります。 

保険切替を行う際は、古い保険の有効期限を令和 5年 9月 30 日以前で設定し 

新しい保険の資格取得日を令和 5年 10月 1日以降で設定してください。 

重  要 

令和 5年１０月１日以降に新型コロナ治療薬を院内で処方する場合 



【 診療行為 】 

診療行為を入力すると、全ての診療内容の［区分］と［コード］の間に自動的に公費フラグ「1」が付きます。 

公費適用となる新型コロナ治療薬のみ公費フラグ「1」を付けてください。 

 

（例） ラゲブリオカプセル 200mgを院内処方した場合  

 1.   250 公費マーク 0  をクリックまたは区分コード「250」を入力して Enter を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 公費フラグ「1」がすべて削除されます。 F1 公費フラグ  をクリックします。 

3. 「区分」と「コード」の間にカーソルが移動します。 

   ↓  を押して、フラグを変更する診療内容にカーソルを移動します。 

４. 数字の「1」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 処方料、調剤料、コロナ治療薬以外の薬剤料などは公費対象となりませんのでご注意ください。 

5. フラグの変更処理が終わりましたら、 Enter  を押して  F9 訂正終了  をクリックします。 

6.  F5登録  を押します。 



7．公費フラグ「0」 ・・・ コロナ治療薬以外の医療費 

  公費フラグ「1」  ・・・ コロナ治療薬の薬剤料 

  それぞれの負担金額の合計請求金額が表示されます。 

  入金金額を入力し、  F5会計登録  を押して会計処理を行ってください。 

 

●補足 

 F4 表示切替  で合計点数の

内訳を確認することができます。 

公費 28（治療薬）の限度額まで

窓口負担が発生します。 


